
「猛暑期間における現場施工回避（早朝・夜間施工）」に係る試行要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、吉野川市が発注する工事（営繕工事は除く。）及び工事の積算体 

系で積算した委託業務（以下「工事等」という。）において、早朝・夜間施工するこ 

とにより、猛暑期間又は時間における現場施工を回避することで、技能労働者の健康 

と安全を確保することを目的とする。  

  

（対象期間）  

第２条 猛暑期間における現場施工回避（早朝・夜間施工）（以下「現場施工回避」と 

いう。）は、５月１日から１０月３１日までとする。  

  

（対象工事等）  

第３条 原則として、主たる工種が屋外作業であるすべての工事等を対象とし、受発注 

者間の協議により決定する。また、本要領策定前に契約している工事等も対象とする。  

  

（実施方法）  

第４条 現場施工回避に係る期間又は時間は、実施前に受発注者間で協議により決定す

るものとする。  

２ 協議により設定した期間又は時間は、工事打合せ簿により整理することとする。  

３ 受注者は、実施した場合は、工事打合せ簿により、実績を報告することとする。  

  

（工期の延長）  

第５条 現場施工回避により工期の延長が必要となる場合には、監督員と協議を行うこ 

とができる。  

２ 工期の延長日数は、現場施工回避の実施期間中において実施した時間数に基づいて 

算出する。  

３ 算出方法は、現場施工回避累計時間÷８時間（所定労働時間）とし、小数点１位を 

切り上げるものとする。なお、現場施工回避累計時間とは、現場施工回避により、実 

労働時間が減少し、所定労働時間と差が生じたときの時間の累計をいう。  

  

（設計変更）  

第６条 現場施工回避は承諾を前提とし、早朝・夜間施工に伴う労務単価等の割増しは 

行わないものとし、設計変更の対象としない。  

  

（監督員の臨場）  



第７条 受注者は、猛暑期間又は時間における現場施工回避をするにあたり、警察や地

元等との調整を行う際に、監督員の臨場について協議することができる。  

 

（その他）  

第８条 本要領に定めのない事項は、受発注者が協議して定めるものとする。  

  

（対象工事の明示）  

第９条 現場施工回避を実施する対象工事については、特記仕様書に対象工事である旨 

を記載することとする。なお、本要領策定前に契約している工事等についてはこの限 

りではない。  

  

  

附則 この要領は、令和８年７月１日から施行する。 


